
京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、京都市内の民営保育園、民営認定こども園及び地域型保育事業

（以下「保育園等」という。）のＩＣＴ化を推進し、保育士等の業務負担の軽減を

図り、保育士等が働きやすい環境を整備することで、保育の質の向上や就業継続の

支援等につなげるため、保育園等における業務のＩＣＴ化を行うためのシステム

（以下「保育業務支援システム」という。）の新規導入及び更新等に対する補助金

の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及

び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 民営保育園 児童福祉法（以下「法」という。）第３５条第４項により市長の

認可を受けた保育所をいう。 

⑵ 民営認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第３条第１項又は第３項の規定により市長の認定を受けた認定

こども園（保育所型に限る。）及び第１７条第１項により市長の認可を受けた認

定こども園をいう。 

⑶ 地域型保育事業 子ども・子育て支援法第４３条の規定により市町村の確認を

受けた法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業、同条第１０項に規定する

小規模保育事業又は同条第１２項に規定する事業所内保育事業をいう。 

⑷ 保育業務支援システム 保育士の業務負担軽減に資する機能を有し、かつ、保

育の質の向上にも配慮された機能が搭載されたものをいう。 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助の対象とする経費は、次の各号に定める事業の実施に係る経費のうち、

市長が適当と認めるものとする。 

⑴ 保育業務システム新規導入等補助事業 

次に掲げる４つの機能のうち、１つ以上の機能を有する保育業務支援システム

を新規導入する（保育業務支援システムにいずれかの機能を追加する場合も含む）

のに要する購入費、リース料、保守料、工事費等 

ア 保育に関する計画・記録に関する機能 

イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能 

ウ 保護者との連絡に関する機能 

エ キャッシュレス決済に関する機能 

⑵ 保育業務システム更新等補助事業 

次に掲げる３つの機能のうち、いずれかの機能を保育業務支援システムに追加

する（１つ以上の機能を有する保育業務支援システムを新規導入する場合も含



む。）のに要する購入費、リース料、保守料、工事費等 

ア 保育に関する計画・記録に関する機能 

イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能 

ウ 保護者との連絡に関する機能 

 

（補助対象施設） 

第４条 補助対象施設は、次の各号に定めるものとする。 

⑴ 保育業務システム新規導入等補助事業 

京都市内に所在する保育園等を対象とする。ただし、過去に「京都市保育園等

における業務効率化推進のための補助金交付要綱」（平成２８年４月１日施行、平

成３０年４月１日廃止）に基づいてＩＣＴ化推進事業の補助金の交付を受けた施

設については、新たに、前条第１号エの機能を有するシステムを導入する場合に

要する費用に限り補助の対象とする。 

⑵ 保育業務システム更新等補助事業 

京都市内に所在する民営保育園及び民営認定こども園のうち、過去に「京都市

保育園等における業務効率化推進のための補助金交付要綱」（平成２８年４月１日

施行、平成３０年４月１日廃止）に基づいてＩＣＴ化推進事業の補助金の交付を

受けた施設を対象とする。 

 

（補助対象事業の要件等） 

第５条 補助金は、当該年度の４月１日から１２月３１日までに保育業務支援システ

ムの導入又は更新等を完了し、かつ支払いを完了する事業を対象とする。 

  ただし、システムの導入又は更新等について、当該年度の１２月３１日までの完

了を予定していたが、保育園等の責めに帰さないやむを得ない事情が生じたと市長

が認める場合で、当該年度の３月３１日までに保育業務支援システムの導入又は更

新等を完了し、かつ支払いを完了する場合は、この限りではない。 

２ 補助金の交付は、補助事業ごとに１施設あたり１回に限り交付するものとする。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次に定める方法により算定するものとし、予算の範囲内で市

長が決定する。なお、1,000 円未満の金額については、これを切り捨てる。 

⑴ 保育業務システム新規導入等補助事業 

補助対象施設１箇所あたり、第３条第１項第１号アからエまでに定める機能の

うち、導入する機能数及び端末の購入の有無に応じて、別表に定める補助対象経

費の上限額と実際に導入に要した経費の額を比較して少ない方の額に補助率４分

の３を乗じて得た額を補助金額とする。 

 ⑵ 保育業務システム更新等補助事業 

   補助対象施設１箇所あたり、補助対象経費の上限額を 100,000 円とし、実際に

導入に要した経費の額と比較して少ない方の額に補助率４分の３を乗じて得た

額を補助金額とする。 

 



（交付申請） 

第７条 条例第９条の規定による申請は、市長が定める期日までに、京都市保育園等

におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付申請書（第１号様式）（以下「交付申請書」

という。）に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

⑴ 保育業務支援システムの導入又は更新等に係る見積書 

⑵ 保育業務支援システムの導入又は更新等に係る見積書の内訳明細書 

 ⑶ 保育業務支援システムに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料 

 ⑷ 保育業務支援システムの導入又は更新等に必要な端末の購入費用やインター

ネット環境の整備等にかかる見積書及び内訳明細書 

２ 交付申請書の提出後に次の各号に掲げる内容を行おうとする場合は、あらかじめ

市長の承認を受けなければならない。 

 ⑴ 事業の内容又は経費の配分の変更 

 ⑵ 事業の中止又は廃止 

 

（事前着手） 

第８条 補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることが

できない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付の決定前に事業を実施

しようとする場合において、着手前に京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補

助金事前着手届（第２号様式）を市長に提出していたときは、この限りでない。 

 

（交付の決定） 

第９条 市長は、第７条第１項の規定による申請が到達してから原則として、３０日

以内に条例第１０条各項の決定を行い、その旨を京都市保育園等におけるＩＣＴ化

推進事業補助金決定通知書（第３号様式）により通知する。 

 

（変更の承認の申請） 

第１０条 第７条第２項第１号に定める事業の内容又は経費の配分の変更（軽微な変

更を除く。）に係る市長の承認の申請は、京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事

業補助金変更承認申請書（第４号様式）によって行うものとする。 

２ 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。 

⑴ 事業目的達成のために事業の弾力的な遂行を認める必要がある場合 

⑵ 事業目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者等の自由な創意工夫

により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考え

られる場合 

⑶ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合 

３ 市長は、第１項による申請を受理し、申請内容の変更について必要と認めるとき

は、京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金変更承認通知書（第５号様式）

により通知する。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第１１条 第７条第２項第２号に定める事業の中止又は廃止に係る市長の承認の申



請は、京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金中止・廃止承認申請書（第

６号様式）により行うものとする。 

２ 市長は、前項による申請を受理し、条例第１４条第２項に該当する場合は、条例

第１４条第１項の規定に基づき、補助金の交付決定を取り消すこととし、京都市保

育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金決定取消通知書（第７号様式）により通知

する。 

 

（実績報告） 

第１２条 条例第１８条の規定による実績報告は、保育業務支援システムの導入又は

更新後、市長が定める期日までに、京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助

金実績報告書（第８号様式）に次の各号に掲げる全ての書類を添えて行わなければ

ならない。 

 ⑴ 対象経費の領収書又は事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関

が証明した書類（以下「領収書等」という。） 

 ⑵ 導入・更新された保育業務支援システムの仕様等が確認できる資料 

 ⑶ 保育業務支援システム（端末購入等を伴う場合は、当該端末を含む。）の導入

又は更新が完了したことが確認できる納品書等の書類 

 

（確定通知） 

第１３条 市長は、条例第１９条の規定により補助対象事業が適正に実施されたこと

を確認したうえで、補助金交付予定額の範囲内で補助金の交付額を確定し、京都市

保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付額確定通知書（第９号様式）により

通知する。 

 

（維持管理） 

第１４条 保育業務支援システムの導入又は更新等を完了した日から少なくとも５

年間は、当該保育業務支援システムを適切に維持管理しなければならない。 

 

（交付の条件） 

第１５条 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場

合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 

２ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取

得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器具及びその他の財産

については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（以下「適化

法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に

定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この間接補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはなら

ない。 

３ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を京都市に納付させることができる。 

４ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても



善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければ

ならない。 

５ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方

消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額報告書（第１０号様式）により、速やかに市長に報告しなければならな

い。 

  なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額の全部又は一部を京都市に納付させることがある。 

６ 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、

これらの書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければなら

ない。 

  ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、

器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が

完了する日、又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長

官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければな

らない。 

７ その他交付の条件については、こども家庭庁が定める保育対策総合支援事業費補

助金交付要綱（保育所等業務効率化推進事業（保育所等におけるＩＣＴ化推進事業

分））に定めるところによるものとする。 

 

（補則） 

第１６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表 

導入機能数 
補助対象経費の上限額 

端末購入等を伴わない場合 端末購入等を伴う場合 

１つの機能を有する 

システムを導入する場合 
200,000円 700,000円 

２つの機能を有する 

システムを導入する場合 
400,000円 900,000円 

３つの機能を有する 

システムを導入する場合 
600,000円 1,100,000円 

４つの機能を有する 

システムを導入する場合 
800,000円 1,300,000円 

 



第１号様式（第７条関係） 

 

京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 

交付申請書 

  

（宛先） 京都市長 年   月   日   

申請者の主たる事務所の所在地 

 

申請者の名称及び代表者名 

 

   

電話  

 

 京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付要綱第７条の規定により、

関係書類を添えて、補助金の交付を申請します。 

施設の名称  

平成２８年度の 

補助交付歴 

□ 交付実績あり   □ 交付実績なし 

※ 過去の補助交付歴を確認したい場合、幼保総合支援室まで 

ご連絡ください。 

事業内容 
□ 保育業務システム新規導入等補助事業 

□ 保育業務システム更新等補助事業 

導入・更新する 

システムの機能 

 □ 保育に関する計画・記録に関する機能 

 □ 園児の登園及び降園の管理に関する機能 

 □ 保護者との連絡に関する機能 

 □ キャッシュレス決済に関する機能 

端末購入等 

の有無 
 □ 有   □ 無 

導入・更新等 

に要する費用 

円      

（うち、補助対象経費             円 ）    

交付申請額 円      

導入・更新等の

予定日 
年   月   日 

添付書類 

 ⑴ 保育業務支援システムの導入又は更新等に係る見積書 

 ⑵ 保育業務支援システムの導入又は更新等に係る見積書の内

訳明細書 

 ⑶ 保育業務支援システムに搭載されている機能等を詳細に確

認できる資料 

 ⑷ 保育業務支援システムの導入又は更新等に必要な端末の購

入費用やインターネット環境の整備等にかかる見積書及び

内訳明細書 



京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業交付申請経費内訳書 

 

施設の名称  

 

※提出する見積書（又は購入金額のわかるもの）１枚につき１行で記入してください。 

※見積書内の明細を記入する必要はありません。 

※見積書中、一部の製品のみ助成の対象とする場合は、その金額のみ記入してください。 

※見積額については、税込み価格を記載してください。 

 

項番 見積書発行事業者 製品 数量 

見積額（円） 

（導入に必要な費用に

計上した額） 

例 ○○システム ○○システム等 ― ５００，０００ 

例 ○○電機 タブレット端末 １ １００，０００ 

例 ○○（購入サイト名称等） パソコン ２ １００，０００ 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

合計  

 

 



第２号様式（第８条関係） 

 

京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 

事前着手届 

  

（宛先） 京都市長 年   月   日   

申請者の主たる事務所の所在地 

 

申請者の名称及び代表者名 

 

   

電話  

 

 京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付要綱第８条の規定により、

交付決定前に事業着手しますので届け出ます。 

施設の名称  

平成２８年度の 

補助交付歴 

□ 交付実績あり   □ 交付実績なし 

※ 過去の補助交付歴を確認したい場合、幼保総合支援室まで 

ご連絡ください。 

事業内容 
□ 保育業務システム新規導入等補助事業 

□ 保育業務システム更新等補助事業 

導入・更新する 

システムの機能 

 □ 保育に関する計画・記録に関する機能 

 □ 園児の登園及び降園の管理に関する機能 

 □ 保護者との連絡に関する機能 

 □ キャッシュレス決済に関する機能 

端末購入等の有無  □ 有   □ 無 

導入・更新等 

に要する費用 

 円     

（うち、補助対象経費          円 ）   

交付申請（予定）額 円      

事前着手の理由  

事前着手（予定）日 年   月   日 

※ 事前着手（予定）日より前のシステム導入、更新又は経費の支出があった場合は、

補助金の交付対象外となります。 



第３号様式（第９条関係） 

京都市指令   第   号 

令 和  年  月  日 

 

       様 

 

京 都 市 長 

担当            

電話            

  

京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金決定通知書 

 

  年 月 日付で申請のあった標記補助金について、京都市保育園等におけるＩＣＴ

化推進事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき交付することを決定しましたので、

同規定に基づき通知します。 

 

記 

 

 １ 事業者の名称 

    

 

 ２ 施設の名称 

    

 

 ３ 導入・更新等に要する費用（うち、補助対象経費） 

            円（うち、補助対象経費        円） 

 

 ４ 補助金交付予定額 

            円 

   ※ ただし、実際に要した費用が、補助金交付申請書で計上した「導入・更新等に要する費用」

に満たない場合は、支給額を減額することがあります。 

    

 ５ 補助金交付条件 

 ⑴ 使途目的以外に使用しないこと。 

 ⑵ 本市が求める報告（書類の提出を含む。）及び検査（立入検査を含む。）に協

力すること。 

 ⑶ 事業計画書の内容を変更しようとするときは、事前に市長の承認を得ること。 

 ⑷ 事業を中止又は廃止しようとするときは、事前に市長の承認を得ること。 

 ⑸ 事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受け

ること。 

 ⑹ 保育業務支援システムの導入後、市長が指定する期日までに、京都市保育園



等におけるＩＣＴ化推進事業補助金実績報告書（第８号様式）に必要書類を添

えて、市長に提出すること。 

 ⑺ 補助の使途に関して明らかになるべき帳簿及び証拠書類を本年度終了後、５

年間保管すること。 

 ⑻ 上記各号のいずれかに違反した場合は、京都市補助金等の交付等に関する条

例第２２条第１項により、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、

又は交付予定額若しくは交付額を変更することがある。 

 ⑼ その他、補助事業者は、京都市補助金等の交付等に関する条例、京都市補助

金等の交付等に関する条例施行規則及び京都市保育園等におけるＩＣＴ化推

進事業補助金交付要綱の規定を遵守すること。 

 

 この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以
内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、
この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることがで
きなくなります。 

 また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に
対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都
市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟
において京都市を代表する者は、京都市長となります。）ただし、当該期間内であっても、
この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長
の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提
起することはできなくなります。 



第４号様式（第１０条関係） 

 

京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 

変更承認申請書 

 

 （宛先） 京都市長 年   月   日   

申請者の主たる事務所の所在地 

 

申請者の名称及び代表者名 

 

  

電話  

 

 京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付要綱第１０条第１項の規

定により変更の承認を申請します。 

施設の名称  

事業内容 
□ 保育業務システム新規導入等補助事業 

□ 保育業務システム更新等補助事業 

導入・更新する 

システムの機能 

 □ 保育に関する計画・記録に関する機能 

 □ 園児の登園及び降園の管理に関する機能 

 □ 保護者との連絡に関する機能 

 □ キャッシュレス決済に関する機能 

端末購入等の有無  □ 有  □ 無 

交付決定日 年    月    日      

決定番号 京都市指令   第   号 

交付予定額          円 

変更後の 

交付申請額 
         円 

変更の内容  

添付書類  



京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業変更承認申請経費内訳書 

 

施設の名称  

 

※提出する見積書（又は購入金額のわかるもの）１枚につき１行で記入してください。 

※見積書内の明細を記入する必要はありません。 

※見積書中、一部の製品のみ助成の対象とする場合は、その金額のみ記入してください。 

※見積額については、税込み価格を記載してください。 

 

項番 見積書発行事業者 製品 数量 

見積額（円） 

（導入に必要な費用に

計上した額） 

例 ○○システム ○○システム等 ― ５００，０００ 

例 ○○電機 タブレット端末 １ １００，０００ 

例 ○○（購入サイト名称等） パソコン ２ １００，０００ 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

合計  

 

 



第５号様式（第１０条関係） 

京都市指令   第   号 

令 和  年  月  日  

 

       様 

 

京 都 市 長 

担当            

電話            

  

京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 

変更承認通知書 

 

  年 月 日付で申請のあった標記補助金の変更申請について、承認しましたので、

京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付要綱第１０条第３項の規定に

基づき、通知します。 

 



第６号様式（第１１条関係） 

 

京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 

中止・廃止承認申請書 

 

 （宛先） 京都市長 年   月   日   

申請者の主たる事務所の所在地 

 

申請者の名称及び代表者名 

 

  

電話  

 

 京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付要綱第１１条第１項の規

定により補助事業の中止・廃止の承認を申請します。 

施設の名称  

交付決定日 年    月    日      

決定番号 京都市指令   第   号 

中止・廃止年月日 年    月    日      

中止・廃止の理由  



第７号様式（第１１条関係） 

京都市指令   第   号 

令 和  年  月  日 

 

       様 

 

京 都 市 長 

担当            

電話            

  

京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 

決定取消通知書 

 

  年 月 日付の京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付決定を取り消

すことを、京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付要綱第１１条第２項

の規定に基づき、通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内
に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、こ
の決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな
くなります。 
また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対

する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を
被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟におい
て京都市を代表する者は、京都市長となります。）ただし、当該期間内であっても、この決定
があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があ
った日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することは
できなくなります。 

 



第８号様式（第１２条関係） 

 

京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 

実績報告書 

 

 （宛先） 京都市長 年   月   日   

申請者の主たる事務所の所在地 

 

申請者の名称及び代表者名 

 

   

電話 

 

 京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付要綱第１２条の規定によ

り、関係書類を添えて、実績を報告します。 

施設の名称  

平成２８年度の 

補助交付歴 

□ 交付実績あり   □ 交付実績なし 

※ 過去の補助交付歴を確認したい場合、幼保総合支援室まで 

ご連絡ください。 

事業内容 
□ 保育業務システム新規導入等補助事業 

□ 保育業務システム更新等補助事業 

導入・更新した 

システムの機能 

 □ 保育に関する計画・記録に関する機能 

 □ 園児の登園及び降園の管理に関する機能 

 □ 保護者との連絡に関する機能 

 □ キャッシュレス決済に関する機能 

端末購入等の有無  □ 有   □ 無 

事業完了日 年    月    日 

交付予定額                         円 

導入・更新等に 

要した費用 

 

円    

（うち、補助対象経費             円 ）  

添付書類 

 ・ 領収書等 

 ・ 導入・更新された保育業務支援システムの仕様等が確

認できる資料 

 ・ 納品書等 
 ※ 領収書等については、次の事項が記載されていること。 

   事業者の名称、支払者名、領収額、領収額の内訳、領収日、領収印 



京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業実績報告経費内訳書 

 

施設の名称  

 

※提出する領収書（又は振込明細書）１枚につき１行で記入してください。 

※領収書内の明細を記入する必要はありません。 

※領収書中、一部の製品のみ助成の対象とする場合は、その金額のみ記入してください。 

※支払額については、税込み価格を記載してください。 

 

項番 領収書発行事業者 製品 数量 

支払額（円） 

（導入に要した費用に

計上した額） 

例 ○○システム ○○システム等 ― ５００，０００ 

例 ○○電機 タブレット端末 １ １００，０００ 

例 ○○（購入サイト名称等） パソコン ２ １００，０００ 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

合計  

 

 



第９号様式（第１３条関係） 

京都市指令   第   号 

令和  年  月  日  

  

      様 

京 都 市 長 

担当            

電話            

  

 

京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付額確定通知書 

 

 上記の補助金について、京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金交付要綱

第１３条の規定に基づき、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 １ 補助金交付確定額           円 

 

２ 使途目的  ＩＣＴ化推進事業に要する経費 

 

３ 施設の名称   

         

４ 交付条件   

  ⑴ 本市が求める報告（書類の提出を含む。）及び検査（立入検査を含む。）に協

力すること。 

  ⑵ 補助の使途に関して明らかになるべき帳簿及び証拠書類を本年度終了後、５

年間保管すること。 

  ⑶ その他、補助事業者は、京都市補助金等の交付等に関する条例、京都市補助

金等の交付等に関する条例施行規則及び京都市保育園等におけるＩＣＴ化推

進事業補助金交付要綱の規定を遵守すること。 

  ⑷ 上記各号のいずれかに違反した場合は、補助金を直ちに返還すること。 

 

 この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以
内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、
この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることがで
きなくなります。 

 また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に
対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都
市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟
において京都市を代表する者は、京都市長となります。）ただし、当該期間内であっても、
この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長
の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提
起することはできなくなります。 



第１０号様式（第１５条関係） 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 （宛先） 京都市長 年   月   日   

申請者の主たる事務所の所在地 

 

申請者の名称及び代表者名 

 

   

電話 

 

 京都市保育園等におけるＩＣＴ化推進事業補助金について、京都市保育園等にお

けるＩＣＴ化推進事業補助金交付要綱第１５条第５項の規定に基づき、次のとおり

報告します。 

施設の名称  

補助金交付決定額                  円 

消費税及び地方消費税の申告

により確定した消費税及び地

方消費税額に係る仕入控除税

額（要補助金返還額） 

                 円 

添付書類 

・ 消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額に

係る確定申告の写し（消費税及び地方消費税に係

る確定申告を行っている場合のみ） 

・ 消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額の

積算内訳等 

・ その他市長が必要とするもの 

 

 


